
授産施設・福祉工場の工賃
no 事業種別 事業所名 時給 日給 月給 月給換算額（A) 月給換算額（B)

1 身体障害者通所授産施設 ぴゅあ 200 3,4393,4393,4393,439 (48) 4,021
1 身体障害者小規模通所授産施設 いずみの里 729 12,87412,87412,87412,874 (122) 14,756
1 身体障害者福祉工場 ワークセンター島根 704 101,656101,656101,656101,656 (103) 111,733
1 知的障害者入所授産施設 希望の園 96 10,53210,53210,53210,532 (99) 13,484
2 知的障害者入所授産施設 四ツ葉園 676 12,46412,46412,46412,464 (102) 13,576
3 知的障害者入所授産施設 わこう苑 692 13,11613,11613,11613,116 (137) 13,848
4 知的障害者入所授産施設 山光園 62 5,3395,3395,3395,339 (54) 7,711
5 知的障害者入所授産施設 ふたば園 114 12,63312,63312,63312,633 (139) 13,259
6 知的障害者入所授産施設 太陽の里 11,30611,30611,30611,306 11,30611,30611,30611,306 (113) 11,306
7 知的障害者入所授産施設 愛香園 12,38812,38812,38812,388 12,38812,38812,38812,388 (109) 12,388
8 知的障害者入所授産施設 仁万の里授産部 95 2,631 15,87015,87015,87015,870 (126) 16,585
1 知的障害者通所授産施設 若草園 16,61016,61016,61016,610 16,61016,61016,61016,610 (102) 16,610
2 知的障害者通所授産施設 はばたき 673 13,62113,62113,62113,621 (117) 14,412
3 知的障害者通所授産施設 きすきの里 19,86219,86219,86219,862 19,86219,86219,86219,862 (98) 19,862
4 知的障害者通所授産施設 エルパティオ三葉園 179 18,48618,48618,48618,486 (98) 21,480
5 知的障害者通所授産施設 斐川あしたの丘 108 6,5606,5606,5606,560 (72) 9,766
6 知的障害者通所授産施設 ひまわり 39 4,2014,2014,2014,201 (93) 4,734
7 知的障害者通所授産施設 くわの木＆あゆみ 1,367 28,74428,74428,74428,744 (117) 30,406
8 知的障害者通所授産施設 のぞみの里 186 23,57323,57323,57323,573 (100) 24,591
9 知的障害者通所授産施設 みんなの作業所 926 19,10019,10019,10019,100 (111) 19,997
1 知的障害者小規模通所授産施設 みずうみの里 388 4,0844,0844,0844,084 (130) 7,787
2 知的障害者小規模通所授産施設 杉の子作業所 617 10,42110,42110,42110,421 (124) 12,396
1 精神障害者入所授産施設 コミュニティハウスにしき 245 4,8674,8674,8674,867 (100) 5,002
1 精神障害者通所授産施設 ふれあい工房ふれんど 552 8,8448,8448,8448,844 (104) 11,260
2 精神障害者通所授産施設 エルパティオ三葉園 181 14,14114,14114,14114,141 (93) 20,681
3 精神障害者通所授産施設 アクティブ工房 219 12,59812,59812,59812,598 (100) 28,650
4 精神障害者通所授産施設 あじさい 198 13,49613,49613,49613,496 (104) 24,324
1 精神障害者小規模通所授産施設 斐川あしたの丘 141 6,7416,7416,7416,741 (83) 12,791
2 精神障害者小規模通所授産施設 けやきの郷 187 10,40710,40710,40710,407 (103) 20,011
1 精神障害者福祉工場 ワークセンターやすぎ 652 48,47148,47148,47148,471 (90) 103,401
2 精神障害者福祉工場 遊亀館 625 52,27852,27852,27852,278 (111) 89,809

○月給換算額（A)とは、（H20年度に支払った工賃総額）÷（各月の工賃支払対象者の総数）により算定した額です
　 厚生労働省への報告及び県の工賃倍増計画における平均工賃はこの額を使用します
　 括弧内はH19年度を100とした場合の指標です。施設種別・定員等の変更で比較が困難な事業所は「-」としています

○月給換算額（B)とは、（平均時給）×（一月あたり平均開所時間）または（平均日給）×（一月あたり平均開所日数）
　 により算定した額です。参考のために今年度から公表しています。
　 各月の開所時間が不明な事業所については、その月で最も多く利用した方の実績を開所時間としている場合があります


